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川
、
ア
メ
グ
カ
海
運
政
策
委
員
曾
勘
告
書

佐

宜、

司L

波

.....". 

L、

一
九
三
三
年
三
凡
大
統
領
に
就
任
し
お
山

l
ズ
ヴ
皐
ル
ト

ー
は
、
海
運
政
策
陀
閥
ず
る
限
り
、
一
一
つ
の
絶
射
的
強
制
命
令
を
一

央
付
け
、
ち
れ
て
ゐ
た
。
多
年
の
積
弊
に
噺
ぎ
病
膏
宵
に
及
ん
で

A

ゐ
た
賞
時
の
ア
メ
リ
カ
海
謹
を
如
何
忙
再
建
す
る
や
め
宿
題
が

E
れ
で
あ
る
で
一
同
防
関
孫
と
園
内
経
済
枇
合
闘
係
と
か
ら
E

れ
が
解
決
は
↓
日
も
忽
に
由
来
左
か
づ
た
勺
併
し
、
と
白
方
商
t

M
F
関
心
セ
殆
ん
-E強
備
的
知
識
を
持
合
せ
一
夜
か
つ
っ
た
紋
に
は

紗
断
に
ず
底
'
方
に
も
十
分
の
自
信
が
た
〈
対
る
と
で
、
彼
は
市

一
方
で
は
配
述
の
や
う
に
、
フ
ヌ

1
リ
郵
務
繍
監
を
じ
で
ア
ヌ

島
リ
カ

J

悔
還
の
病
源
を
慨
を
と
め
じ
め

E
K
K
J
他
方
で
は
海

謡
政
策
委
員
晶
倉
阿

(P自
EEM

，一一アメ

h
カ
海
運
政
府
要
員
合
勧
告
脊

一、

、

一 色

員
合
を
設
置
し
と
れ
を
じ
て
成
汎
陀
瓦
る
海
運
政
策
悌
系
白
樹

F

立
民
営
、
ら
し
め
た
ん
り
で
あ
る
。

，
ど
と
る
で
、
何
故
彼
は
己
白
ゃ
う
た
二
本
建
の
調
査
祈
究
方
肱
叩
一

法
を
採
っ
た
か
と
ま
ふ
に
、
政
府
首
局
で
一
は
郵
務
省
仮
H
C
践
務
約
一

省
一
訳
、
議
倉
で
は
目
的
波
と
謹
也
業
支
持
波
2
0
防
に
海
港
町
一
時
'

策
比
閲
し
相
紘
一
瀬
著
な
意
見
。
相
違
が
あ
っ
た
か
ら
い
で
あ
る
。
ぃ
鵬-

F

 

ア
町
一
現
力
綜
揮
を
こ
の
を
ま
い
に
放
置
間
飛
友
い
と
云
中
線
本
的
欄担

一

一
認
識
に
於
い
て
共
双
方
と
も
意
見
が
』
致
し
て
ゐ
一
た
け
h

古

車

も
、
揮
ぽ
ん
と
占
J
5一
政
涜
炉
つ
い
て
時
そ
と
に
自
ら
霊
昔
、
輸

漸
進
左
D
相
違
が
あ
つ
だ
。
巴
れ
は
謂
は
ゆ
る
コ

1
2
f
r宮
、

連
盟

、J
J
ラ

ν
ド
法
案
を
巡
っ
て
展
附
さ
れ
た
一
九
三
六
年
ア
メ
P
舟

海

J

商
舶
法
制
定
奥
を
豆
細
民
辿
れ
ば
ド
分
判
然
す
る
と
と
で
あ
る
盛
山
肌

J

楓
還

が
、
要
す
る
に
、
-
方
(
郵
務
省
側
V

一が
fι

メ
リ
カ
海
道
白
痛
で
替
海
f

欄
珂
カ

色
。
航
枠
郵
占
契
約
制
を
撤
駿
し
て
「
政
府
資
金
也
氏
問
姑
tι

リ
け

利
潤
へ
の
特
払
」
t
f
遮
二
無
二
阻
止
せ
ん
み
」
の
強
調
意
見
を
抱
~
刀
申
い

い
で
ゐ
た
の
は
到
し
て
、
他
方
(
商
務
省
側
臨
む
そ
白
ム
層
部
}
は
払
一
陣

佐
佐

芭
接
悪
弊
を
切
開
摘
出
す
る
仕
方
よ

H
も
、
先
づ
悪
弊
救
済
に

常
る
ペ
昔
一
…
機
関
白
設
立
を
緊
急
に
要
求
し
た
匹
で
あ
る

J

、
印

z
z

第
六
十
笹

1

「
五

一庁 、

ニノ

J 

第一
d
J
一、=一城

一
五



ア
メ
リ
ゐ
海
運
政
策
香
貝
合
羽
告
書

ち
、
~
不
評
む
締
刷
局

ιと
ヴ
ザ
ム
~
伐
る

E
匂
と
し
て
新

L
ぐ
聯
合

E

府
間
事
同
町
督
官
臓
を
設
立
七
、
ヒ
れ
忙
極
め
て
燦
汎
た
自
向
裁
事

轍
能
主
成
興
ず
る
こ
〆
と
に
依
っ
て
問
題
の
解
決
を
岡
ら
う
引
と
し

た
。
換
言
す
れ
ば
、
或
る
意
味
で
政
策
的
負
拾
を
新
設
白
機
閥

比
肩
代
り
書
ぜ
る
と
と

K
依
っ
て
問
題
の
解
決
を
皆
〈
後
日
忙

川
線
延
べ
よ
う
ふ
」
し
た
白
で
あ
る
叫

E
れ
ら
二
つ
白
立
揚
の
う
ち
附
加
し
て
何
れ
が
客
観
的
陀
安
営

一
市
あ
っ
た
か
、
そ
の
判
定
は
姑
〈
措
く
と
す
る
も
、
そ
の
後
(
の

資

際

的

政

治

的

数

日

決

よ

り

己

れ

を

見

る

と

昔

は

]

二

つ

の

立

揚

丸

4
 

松
、
-
一
つ
な
が
ら
極
お
て
重
要
友
役
割
を
演
予
る
と
と
が
山
削
来

4

一一
4

喝

3

・
た
。
邸
ち
〆
先
づ
ル
ー
ズ
グ
品
ル
ド
ト
大
統
領
が
就
住
以
来
最
初
♂

J

、

月

三

陀
描
晶
表
じ
た
「
九
↓
一
五
年
一
一
一
月
白
機
運
政
策
宣
言
に
し
U
も
そ
韮
閣
の
想
曜
の
故
に
、
本
聖
白
書
は
す
四
細
川
監
報
告
書
の
如
峨

・
れ
は
そ
の
直
前
巨
提
出
さ
れ

LJ附
務
省
側
の
一
番
喜
と
郵
務
一
ょ
は
競
争
白
書
長
立
た
せ
白
い
か
も
知
れ
ぬ
o
併
し
、
明

省
側
。
、
前
記
報
台
書
と
に
一
依
操
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
島
り
一
汁
晶
品
進
的
立
揚
」
が
と
か
〈
理
想
論
忙
奔
り
易
切
の
に
射
し
で
、
川

士
た
、
ァ
、
メ
J
カ
合
衆
闘
と
し
て
割
曲
制
的
梅
事
立
法
た
る
一
九

i

一
現
資
比
卸
す
呂
「
調
進
的
立
揚
」
は
出
来
る
だ
け
煙
擦
を
避
け
直
子

一
一
一
六
年
白
商
船
法
陀
し
で
も
綾
上
。
一
一
つ
の
立
場
又
は
二
づ
の
で
つ
と
し
て
よ
り
寅
際
的
殻
果
的
で
あ
る
σ

一
方
ヒ
「
霊
曝
路
」
岬

意
見
書
を
巧
に
綜
合
折
衷
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
一
の
仕
方
が
動
も
す
れ
ぽ
激
越
た
個
人
感
情
的
分
子
を
混
λ
す

る

佐

あ
る
。

D
K剥
し
て
1

「
ぺ
現
賞
理
解
」
は
主
り
包
括
的
立
場
蛇
立
ち
よ
り
、
3

民‘

J 

4γ  

、
ー
ペ
ム
ー
J

ι， 

輪

/ 

都
{
ハ
十
巻

ム
ノ、

六

第
一
、
ニ
J
一一蹴

か
う
し
た
意
味
陀
於
い
て
、
っ
と

E
K
取
上
げ
る
商
務
省
側
D

，
総
護
政
策
委
員
舎
が
作
成
按
閉
し
た
勧
告
書
ほ
一
先
の
フ
ァ
ー

ワ
郵
務
縮
盟
申
海
運
調
査
報
告
書
と
央
紅
、
汗
1
d
A
吋
ソ
主
ル
ト

総
建
政
策
に
と
っ
て
決
定
的
基
礎
資
料
な
構
成
す
る
も
白
左
一
五

一
ふ
マ
へ
一
〈
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
強
運
政
策
を
研
究
す
る
上
に
一
時
点
寸
過

F

も

し
得
な
い
重
袈
文
献
の
一
っ
た
の
で
あ
る
o
〆

な
ほ
、
本
励
静
香
は
、
↓
九
三
豆
年
三
月
四
日
附
ル
1
d
λ

グ
エ
ル
ト
大

統
制
の
海
理
政
策
笠
宮
色
現
論
的
収
事
件
ナ
る
と
一
月
品
窓
昧
h

b
、
前
記

F

諦
務
総
盛
田
報
告
寄
生
共
に
ミ

E
F
C品
目
m
E凶
宮
扇
町
自
民
活
面
。
同

河
内
百
凶

B
E
E
F
E
E
B
m
g・
ロ
∞
由
形
で
ま
と
晶
て
費
表
邑
恥

た
も
の
で
あ
る
c



中
正
的
た
見
解
を
採
る
と
と
が
出
来
る
。
一
勿
論
、
「
現
皆
、
理
解
」

ほ
ム
種
。
現
賞
尊
重
叉
は
現
欣
維
持
に
も
活
巳
は
す
る
が
、
何

に

ι」
て
も
、
本
報
告
書
は
土
謹
白
や
う
に
郵
務
油
価
監
白
調
究
報

〈
骨
書
に
或
る
意
味
で
劉
立
す
る
と
云
ム
立
揚
に
あ
っ
た
が
故
け

に
、
最
近
ア
メ

p
カ
海
運
政
策
白
警
展
の
上
に
極
め
ん
℃
軍
要
な

役
割
を
果
ナ
ピ
〆
と
が
出
来
た
り
で
あ
石
。
否
、
放
果
白
絶
闘
の

虞
汎
さ
に
於
い
て
は
郵
務
総
監
報
告
書
以
上
の
役
割
を
果
し
て

ゐ
る
。
一
穂
者
は
E

D
後
制
定
さ
れ
た
一
九
=
一
六
年
商
紬
法
そ
D

他
海
事
闘
係
諸
法
規
白
う
ち
に
本
勧
昔
書
白
内
容
が
如
何
に
多

ぐ
採
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
知
れ
ば
、
ど
れ
を
昨
認
す
る
己
と

ぶ
出
来
る
筈
で
あ
る
勺
葦
し
、
郵
務
綿
践
報
骨
書
が
専
ら
精
力

，
を
一
九
二
八
年
商
船
法
A
7

ま
た
は
郵
便
舶
契
約
)
D
攻
撃
非
難
に
力

、
、
を
集
中
し
た
の
に
封
じ
で
苅
本
勧
告
書
が
よ
り
一
般
的
見
地
か

/
色
ア
ノ
H
芳
海
運
政
策
腿
系
の
樹
立
を
そ
由
一
任
務
と
し
売
か
ら

色
あ
ら
う
。

読
ん
で
見
て
郵
務
綱
取
の
報
告
書
ほ
ど
興
趣
が
湧
立
た
た
い

京
め
か
、
営
)
の
ア
メ
リ
方
で
も
本
勧
告
書
は
左
程
海
運
人
の
注

目
す
る
?
と
E
ろ
と
た
っ
て
ゐ
た
い
。
側
へ
ば
ジ
ェ

1
ス

(
7
2
H

ア
メ
リ
カ
海
運
政
策
委
員
合
勘
官
脅

も
J 

u

、何

A 

J 

F
E告
M
h
H
a
m
)

の
如
包
刻
明
紅
海
運
研
館
者
に
あ
Q

て
も
金
然

4
と

本
翻
骨
量
胃
一
白
内
容
に
は
立
入
ら
う
と
し
良
い
。
恐
ら
く
民
間
海
一
一
明
知

同
事

運
業
者
白
不
信
震
に
到
す
る
彼
一
流
の
恐
怖
が
彼
を
し
で
自
然
骨
、

員
れ

ぷ

陀
郵
務
縮
監
報
告
書
の
方
に
多
大
の
関
心
主
抱
か
し
苧
た
り
で
一
時
町
一

あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
綾
土
の
や
う
に
等
し
宅
政
治
的
役
割
の
著
説
、

大
で
あ
る
限
り
、
研
究
の
客
槻
性
軒
期
す
る
我
々
と

L
て
、
ル
凋
U
U

一

l
r
Zル
ト
海
運
政
策
の
考
察
民
営
っ
て
と
れ
を
宥
越
す
る

a

一一叩

F

冊
C

わ

け

に

は

ゆ

か

な

い

。

、

C
F

酎

y
も

n

Z

J

A

ル
」
酔

官
附

一
尤
=
一
阿
年
六
月
一
八
日
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
上
総
領
が
ら
一
帯

下
メ

F
乏
畿
地
政
策
樹
立
の
た
め
聯
省
委
員
舎
の
創
立
+
却
を
命
ぷy

a
 

ぜ
ら
れ
た
商
務
長
ぽ
は
党
づ
同
省
鰭
護
士
ト
M
Z
プ
ル
「
「
目
。
E
r

トト例

'

ト

曾

w
p
H
B
E伶
)
を
委
員
頃
に
任
命
し
1
商
務
省
・
弊
働
各
・
郵
務
省

J
K輔

君
四
省
・
海
軍
省
・
闘
務
省
・
産
業
復
興
局
・
噂
の
要
略
者
及
一
議
h

び
皐
識
者
三
名
z
l
u
u
犬
事
駿
授
h
v
z

才

1
V
(用
品
司
宮
島
戸
内
向
名
愈

L

白
由
晴
行

f
s
zご

7
大
単
語
バ
ア
グ
ラ
ン
ド
(
寄
昔
自
謂
鵬

容
年
構

図
附
毛
自
己
)
聖
一
委
員
K
任
命
し
、
己
吃
陀
調
は
ゆ
る
「
海
運
政
策

委
員
合
」
を
設
立
し
た
。

鐸
六
十
巻

第一、一一、=一統
F

、〈

4'} 

、

b 

七

‘ 

4・、t



一一 " 

、九

、

パ
プ
ポ
リ
方
梅
謹
政
策
委
員
宵
勧
骨
詩

本
委
員
舎
は
木
格
的
活
動
に
入
る
忙
先
立
ち
商
務
長
官
か
ら

研
究
審
議
事
項
D
大
略
的
範
国
を
指
示
さ
れ
た
。
削
ち
、
要
約

~
す
れ
ば
「
閉
山
防
ム
外
国
内
図
貿
易
促
進
上
必
要
た
る
7
メ
リ
刃

悔
謹
白
設
建
の
た
め
に
採
み
ベ
雪
政
策
の
決
定
L

と
云
ふ
白
が
'

木
委
員
合
。
任
務
で
あ
っ
て
、
具
憾
耐
に
は
海
運
紬
均
合
・
失

，
業
針
策
・
一
船
主
企
議
統
合
・
過
剰
舶
腹
整
理

-K訓
浩
舶
貸
付
碍
HF

・
-
金
設
定
・
等
を
主
要
討
議
事
項
と
た
し
、
己
れ
が
た
め
に
世
界

経
済
並
び
一
に
世
界
海
慈
情
勢
・
闘
内
協
定
及
び
図
際
協
商
に
依

忍
繋
蹄
並
び
民
運
賃
問
題
了
等
に
つ
い
句
研
究
を
溺
ず
一
方
、

閥
内
的
鹿
置
の
厨
際
的
関
孫
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
、
海
運
政
策

ξ
貿
易
政
策
と
白
調
整
忙
も
考
ぽ
を
排
ひ
、
更
に
、
岡
防
問
題

陀
つ
h
て
は
特
に
陸
海
哩
聖
子
と
の
緊
密
た
協
議
の
で
托
研
究

を
行
ム
ペ
〈
要
請
さ
れ
た
0

1

在
ほ
「
シ
ツ
ピ
ン
グ
・
=
ー
に
の

9

4

 

寅
際
的
重
要
性
・
プ
ラ
ッ

F
上
院
議
員
の
詮
一
言
事
項
・
般
舶
局

改
組
問
題
k
q
昔
検
討
方
を
負
課
苫
れ
↑
る
と
と
ト
り
が
あ
っ
た
。
，

川
町
上
が
商
務
長
官
の
指
示
し
だ
本
委
員
合
白
研
究
審
議
事
与

項
で
あ
畠
が
、
本
委
員
舎
は
大
略
E
O
嘗
rm
に
基
い
で
審
議

一
を
重
h
H
、
そ
の
結
論
を
十
八
項
目
に
ま
と
め
て
己
れ
を
勧
告
ー

司、

， 

‘ 

、

¥
務
方
，
f
晶
甘

A 

策
ム
、
ニ
、
=
一
統

ノ、

(
Z
2
5
i
E
E
S
)
の
形
で

ι

抜
出
し
た
。
い
士
、
己
白
勅
台
。
前
‘

容
を
梗
慨
す
る
と
、
第
一
}
項
乃
至
傍
五
項
は
ア
メ
P
カ
合
衆
岡一、、

白
保
有
す
べ
き
海
運
の
規
模
と
種
類
に
つ
い
て
の
検
討
、
第
六
4

一
項
乃
五
第
一

O
項
は
綾
上
F
メ
p
カ
海
運
の
設
建
助
成
上
採
る

べ
昔
方
策
の
決
定
、
第
一
一
項
方
至
第
一
八
項
は

E
記
商
務
長

-

e

d

 

官
指
示
事
項
と
は
閥
係
な
〈
本
委
員
舎
の
必
要
企
認
め
十
世
事
項

陀
閥
ず
る
審
議
と
云
ム
構
成
b
I

執
っ
て
ゐ
る
。

悶
み
r
ト
吋
本
勧
告
替
の
般
裁
は
(
一
)
本
委
員
曾
殻
立
極
過
(
一
一
)
勧
告

h

一
-
一
)
社
議
見
三
部
品
ら
成
晩
、
討
議
一
(
り
ESmSHM
。四国防
B
E自
自
骨
氏
。

sm)で
は
各
翻
告
事
項
に
つ
き
相
首
納
締
な
諭
識
を
行
っ
て
持

ro
就
て

事
考
の
費
止
す
る
さ
乙
ろ
砂
〈
な
い
。

と
己
る
マ
、
乙
の
揚
合
訪
問
す
ベ
昔
は
、
木
勧
告
書
点
本
論

に
入
吾
事
・

2
f戦

時
に
ア
メ

ι海
運
白
有
つ
べ
き
.

園
防
機
能
に
つ
い
て
首
周
の
注
意
を
促
し
て
ゐ
る
己
主
で
あ

る
。
第
ょ
一
弐
世
界
大
戦
哲
時
殆
ん
ど
無
力
凶
涯
か
っ
快
寸
メ
一
H

カ
海
運
は
如
何
陀
普
し
い
経
験
を
殺
め
た
己
・
と
か
。
、
ぞ
れ
ま
で

I

、

宇

園
際
海
上
交
通
を
暴
げ
て
外
岡
般
に
依
存
し
て

J

ゐ
売
す
メ

H
-
P

で
は
犬
戦
勃
裂
と
共
位
外
四
四
舶
の
ア
メ

H
力
本
域
か
ら
恒
夫
事
、
一

引
揚
主
喫
し
、
b
A
め

ι海
上
交
過
は
非
常
に
阻
害
A
U

ら
れ
、
運

、.〆t



、
、

貨
は
平
時
点
準
の
十
倍
忙
も
臨
問
責
し
た
。
吹
い
で
ア
メ
リ
角
。
，

泰
一
戦
す
る
や
、
未
曾
有
の
大
規
模
的
治
舶
計
聾
の
遂
行
に
迫
ら
l

作
、
約
三
~
)
情
"
邦
人
一
ヱ

E
季
五
れ
が
長
め
に
零
長
け
れ

ば
在
ち
在
か
っ
た
。
が
、
と
り
わ
け
営
惑
し
た
の
は
新
法
の
艦

船
に
配
棄
さ
す
ペ
世
一
海
軍
兵
員

P
著
L
M
不
足
で
あ
っ
た
。
平

時
上
り
相
官
規
模
白
探
話
を
維
持
し
で
居
れ
ぽ
開
戦
と
共
昨
惨

事
に
海
員
を
廻
す
己
と
が
出
来
る
替
で
あ
る
の
を
、
ア
メ
リ
カ

の
揚
合
は
全
然
そ
れ
が
不
河
能
?
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
油
切
怠

海
軍
強
備
制
度
を
確
立
す
る
た
め
忙
も
、
一
浴
日
月
の
性
能
並
び
に

、
伎
何
を
向
上
せ

L
め
%
も
凡
め
に
も
、
ま
た
、
調
は
ゆ
る
つ
一

0
4

。
パ
ア
セ
V

ト
ア
メ
リ
カ
人
海
員
」
の
現
想
を
賞
現
す
る
た
め

d

に
も
、
海
員
養
成
機
関
佼
繍
犬
強
化
は
合
衆
闘
海
還
に
一
と
う
て

一
犬
緊
急
事
項
忙
属

ι品
目
。
本
委
員
舎
は
か
う
し
た
事
情
か
ら

J

熱
心
陀
海
員
養
成
機
関
の
整
備
損
充
-
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

四
/

、

徹

芭
t

て
本
糊
告
書
の
内
容
で
あ
る
が
、
項
目
別
に
順
を
追
っ
て

J
 

-m来
る
だ
け
簡
略
K
E
れ
を
剥
介
し
た
い
。
、
一
、
白
，
一

勧
告
白
第
一
現
政
「
ア
メ
リ
カ
裕
謡
は
ず
メ
リ
カ
市

ア〆
9
b
路
湿
政
策
委
員
合
勧
告
帯
、

、

司

守

『

h 

v 

f 

に

a 

民
-
忙
依
っ
て
所
有
且
づ
漣
曲
目
吃
ち
れ
、
戦
時
陣
約
竿
柿
助
般
加

と
し
て
十
分
私
役
に
唱
え
平
時
に
は
ア
メ

H
カ
川
町
闘
貿
易
ゆ
少
、

〈
と
も
半
分
以
上
を
聡
没
じ
符
昂
麟
装
・
間
郡
一
共
に
趨
営
在
る

般
舶
よ
り
構
成
苫
る
べ
き
と
と
」
と
の
要
請
で
あ
右
。
周
知
の

や
う
に
、
℃
れ
は
一
介
二

O
年
の
商
舶
訟
の
回
開
に
植
は
れ
後

一
九
二
八
年
D
商
船
法
で
再
陣
諒
さ
れ
た
7
ヌ
リ
カ
線
建
政
策
〆

綱
領
に
大
腿
等
も
い
も
白
で
あ
る
が
、
本
勅
令
書
叩
は
決
L
で
品

れ
を
そ
D
ま
ま
鵜
呑
み
に
踏
襲
し
た
の
で
は
た
〈
、
特
K
園
防

問
題
に
は
相
営
深
甚
一
長
考
慮
と
検
討
を
加
へ
た
結
巣
と
れ
に
到
-

建
し
た
白
で
あ
る
。
印
ち
〉
一
前
時
の
ア
メ
リ
カ
海
軍
は
戦
時
に

そ
れ
が
必
要
と
す
る
品
川
槽
舶
・
貨
客
船
・
大
概
貨
物
帰
・
冷
凍
~

絞
首
船
・
焦
土
虻
蛾
陀
於
い
て
E
そ
滑
干
揃
円
一
て
は
ゐ
た
が
、
ノ

戦
時
使
役
商
船
隊
と
し
て
本
質
的
作
重
要
注
「
最
新
式
L

と
「
高

建
」
と
云
ふ
二
保
件
に
於
い
て
著
し
〈
快
ぐ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
-

た
。
平
均
船
齢
戸
、
五
年
、
ー
平
均
速
力
二
怖
と
一
E
ふ
低
性
能
振
、

り
で
あ
っ
た
。
、
か
〈
て
、
本
委
員
曾
は
己
仇
が
柿
秘
主
要
望
す

る
わ
共
止
、
一
方
、
国
防
目
的
巨
大
統
領
の
有
す
る
商
船
徴
稜
ソ

匂
檎
限
が
鈴
り
に
も
狭
量

ι夫
す
る
己
と
を
指
摘
L
己
れ
が
積
張

ー
第
六
十
戸
巷
一
一
九

/ 

部
一
、
=
J
一蹴

プU

-w 

今，



を
求
め
も
孔
の
守
あ
る
。

例
し
、
本
委
員
合
は
綾
上
品
目
幽
防
目
的
か
ち
の
み
7
メ
リ
免

海
湿
の
後
遺
維
持
を
要
請
し
た
の
で
は
左
〈
、
勿
論
商
務
省
側

の
告
主
も
容
れ
て
商
業
的
見
地
か
ら
強
力
な
耐
惑
を
地
空
?
る

の
必
要
を
説
い
た
。
郎
ち
、
外
岡
貿
易
自
発
出
掛
・
海
主
詔
賃
の

統
制
・
恐
慌
叉
は
海
外
戦
院
に
劉
ず
る
諌
備
と
い
ふ
の
が
そ
の

具
悌
的
踊
山
で
あ
る
。
で
は
、
か
う
し
た
」
要
請
に
際
へ
る
た
め

に
ア
メ
リ
カ
Br一し
T

如
何
た
る
柏
極
占
舷
型
を
必
要
と
す
る

か
。
と
れ
ば
会
持
的
文
揚
か
ら
決
定
す
る
の
ほ
か
は
注
〈
、
己

れ
が
決
定
機
閥
?
と
し
て
は
新
忙
統
括
的
指
事
行
政
機
闘
を
設
立

ず
る
一
札
必
要
が
あ
る
。
本
委
員
舎
は
己

D
や
う
に
主
張
し
む
ゐ

勅
骨
の
第
二
羽
比
、
「
ア
メ
リ
カ
舶
舶
は
合
衆
闘
で
建

逃
せ
ち
れ
且
つ

T
メ
リ
カ
白
岡
旗
D
下
陀
蓮
憐
さ
れ
る
ぽ
か
り

で
た
〈
、
ア
メ
リ
カ
の
闘
絡
を
有
す
る
高
等
並
び
に
普
通
勝
良

忙
依
っ
て
配
棄
さ
る
べ
舎
で
あ
る
」
と
云
ふ
ア
メ
リ
カ
白
伺
統

的
機
話
政
策
糊
領
の
一
つ
を
踏
襲
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
ブ
図

、
み
忙
本
勧
告
書
ば
、

ζ

れ
に
つ
昔
合
衆
国
治
般
所
め
寒
心
に
桂

ア
メ
ヲ
カ
栴
毘
政
鍛
委
員
骨
勧
告
書

司，

〆/

日る

) 

O 

'1 

4 

町

リ l

丸一、 ， 

f 

.' 

第

六

十

巻

叶

え
ぬ
不
振
欣
態
を
指
摘
す
る
と
共
陀
惑
に
己
れ
が
趨
営
左
改
組

ぎ

慨

を

Z
、

も

つ

で

通

事

の

際

十

八

両

官

官

果

L
T
-
r時国

牒
制
に
置
か
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
、
と
要
望
も
て
ゐ
る
。
戸
守

、

九

時

点

叩

人

一

-

r

(

=

一
)
勅
色
白
第
三
一
一
頃
は
¥
一
九
一
」
九
年
に
瓜
立
し
た
岡
際
語
組

舶
Eqd
際

海
上

A
命
安
全
保
約
が
速
に
合
衆
岡
陪
於
い
て
承
認
さ
れ
ん
己
舶
樹
闘

Z

品

間

百

年

「
と
を
希
望
し
-
今
後
建
遣
さ
る
べ
苦
船
舶
は
完
全
左
耐
火
装
備
作
垂
丸

一

に

4
f

一
正
海
土
生
命
安
全
保
障
設
備
を
有
守
べ
〈
大
念
た
設
計
の
下
陀
現
す
二

一

戸

て

目

百

一

あ

ら

ね

ば

友

ら

ぬ

、

と

力

説

し

て

ゐ

る

。

、

ワ

注

九

、

一

'

J

あ
は
子

一
一
丸
二
九
年
四
回
際
海
上
人
命
安
全
臨

up、
寸
時
世
界
の
大
部
分
自
肘
一
日
前
一

一
図
々
に
於
い
て
は
肱
に
批
描
を
了
へ
賀
行
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
告
衆
航
ゐ
欄

-
闘
で
は
な
ほ
懸
案
在
し
て
上
院
を
習
曲
す
る
に
至
ら
な
と
た
。

M
M附

一

的

と

博

一
白
)
聖
口
の
第
四
却
は
↓
悔
'rM帆
員
白
技
能
を
最
高
度
KF
相
U
官

一
増
進
維
持
す
る
よ
勺
措
置
あ
る
べ
き
い
と
」
と
し
て
)
侮
筒
抜
~
町
肝
心
日

「

三

一

l

協

賛

ペ

立

術
養
成
機
樹
の
完
備
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
己
れ
に
つ
-
闘
争
防

血相保
H

い
て
は
、
各
州
現
存
の
普
逝
商
船
事
校
が
高
等
商
舶
閥
単
校
と
の
合
稽
3
0

「
を
同
照

・
閉
院
何
等
港
島
十
一
主
統
一
的
連
絡
制
度
在
者
巴
と
が
如
何
に
海
員
吋
楠
持
参

-命輔
m
Z
1
J

一
技
能
の
一
般
的
向
主
を
阻
ん
で
ゐ
る
か
を
訴
へ
で
お
る
。
、
と
る
均
約

勧
告
の
第
五
閣
は
、
「
7
メ
ロ
カ
商
舶
の
経
轡
は
ア
メ

、

第一
J

一、一一一蹴

O 

(
五
)

5) 

6) 



A
W
 

H
」
カ
荷
+
ず
の
利
谷
保
護
の
た
め
遡
営
む
海
外
航
路
忙
油
首
の
運

賃
を
も
っ
て
就
航
す
ベ
置
己
と
L

を
説
昔
、
運
賃
・
航
権
規
律

-
性
・
建
力
・
輪
港
施
設
・
等
忙
つ
い
て
外
図
白
輸
出
業
者
陀
較

ウ
ベ
ア
メ

9
カ
O
荷
主
在
不
利
社
立
場
に
置
か
な
い
よ
う
配
慮
あ

り
た
昔
旨
を
陳

J

べ
で
ゐ
5
0

(
ム
ハ
)
勧
告
の
第
六
項
は
、
一
九
二
八
年
商
般
法
の
制
定
し

た
郵
便
船
契
約
に
剥
す
Z
改
本
意
見
の
表
明
↓
で
あ
る
ρ

郎
ち
、

現
行
の
郵
便
報
償
金
を
も
っ
て
す
る
海
趨
補
助
金
制
度
。
不
健

号

S

喜
一
在
と
き
は
既
に
説
明
摘
で
あ
る
、
従
つ
で
、
今
後
ほ
か
か
る

間
接
的
補
助
金
制
を
廃
止
し
巴
れ
忙
代
る
犯
直
接
的
柿
助
金
制

を
も
っ
て
す
呂
、
郎
ち
、
内
外
遊
舶
差
額
補
助
金
・
内
外
相
暗
航

差
額
補
助
金
・
針
抗
前
助
金
の
三
つ
を
創
設
し
ぺ
ア
メ
司
カ
の

海
海
業
者
が
外
周
白
同
業
者
比
比
較
し
て
一
略
利
た
傑
件
比
あ
る

コ
旦
ト
高
(
井
領
)
を
超
一
舶
業
者
又
は
運
航
業
者
に
直
接
支
給
す

ベ
骨
で
あ
る
、
主
主
ふ
り
で
お
る
。
と
れ
は
極
め
て
注
民
ず
べ

き
重
要
問
見
で
あ
っ
て
川
事
費
、
レ
ー
ズ
ヂ
ヱ
ル
ト
政

rは
E
/

の
勧
告
の
一
骨
子
を
そ
の
ま
ま
採
揮
し
て
↓
九
三
六
年
商
船
法
D

貫
裏
献
分
た
ら
し
め
る
に
至
。
た
D
で
あ
る
。

ア
メ

9
カ
悔
湿
世
策
委
貝
骨
勧
告
帯

.? 

因
み
に
、
本
項
の
勧
告
に
附
せ
ら
れ
て
ゐ
あ
「
討
議
」
は
、
第
，

一
失
世
界
大
戦
前
後
よ
り
白
ア
メ
リ
カ
海
道
政
策
史
の
極
め
で

要
領
の
よ
い
絞
漣
を
潟
し
、
-
稿
者
は
と
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
主

要
海
事
法
規
の
溌
反
・
聡
船
舶
院
の
趨
瞥
・
郵
便
時
契
約
制
白
貨

施
欣
態
・
等
D
概
念
を
事
だ
簡
潔
に
摘
む
こ
と
が
出
来
る
。
但

し
、
郵
便
般
契
約
に
叫
制
す
る
批
判
は
徒
に
穏
健
中
置
で
あ
う
て

生
彩
を
快
〈
憾
た
し
と
し
設
い
。
句
も
直
接
補
助
金
制
度
一
を
要

望
?
る
限
り
は
、
間
接
補
助
金
制
に
封
じ
で
一
相
営
拠
込
ん
だ
分

析
と
批
判
と
が
危
ぐ
で
は
段
ら
校
い
鴛
で
あ
る
。
車
に
寸
神
明

済
」
で
あ
る
と
し
て
-
立
入
ら
宇
陀
桝
士
苫
札
る
理
の
も
の
で
は

た
か
ら
う
。
己
の
附
冊
、
フ
ァ

I
H郵
務
縮
肢
の
調
査
報
骨
害
医

師
名
針
胤
的
で
あ
る
。

(七

r
勧
告
の
第
七
宮
内
土
問
政
府
補
助
金
』
管
割
上
並

び

ι海
事
行
政
の
剰
整
上
、
従
来
の
舶
刷
局
を
廃
止
し
新
忙
商

務
省
内
に
一
私
事
行
政
機
関
(
D
E
B
t
F
E
E
M
m
F
E
B
Yを
設

世
し
、
巴
れ
に
各
様
訴
事
関
係
諸
行
政
部
局
を
集
約
統
合
じ
叶

従
来
の
船
舶
局
の
諸
機
能
を
と
れ
陀
移
管
す
る
一

J

方
、
別
個
に

ま
た
、
准
司
法
的
構
能
を
併
有
す
る
政
策
決
定
機
関
と
し
て
聯

第
六
十
巻
一
一
一
田
知
つ
二
、
=
腕
二
一

、

1時

、
，.‘ 



1
1
4
1
 

そ

-

9 

〆

/ 

" 

アメ
M
カ
樺
運
政
策
委
見
合
勘
告
評
.
十
一
、
第
六
十
巻
注
二
戸
一
、
第
一
三
一
二
一
説
ハ
-
一
二
一

全
師
事
隣
接
腿

(
E
O
E
5
1民
Z
E
E
Z与
を
新
設
し
、
海
権
運
闘
係
書
類
の
提
出
請
求
一
棋
を
商
務
長
官

ι山県
す
べ
き
で

事
貿

h
畑
商
業
関
係
諸
問
題
ゆ
研
究
D
ほ
か
補
助
金
額
/
決
定
・
趨
あ
る
、
と
の
意
見
を
表
明
し
て
ゐ
る
「

(

J

一

，

ぺ

貨
統
制
・
海
事
務
働
調
停
・
等
に
柏
市
b
L
め
た
い
、
と
由
意
見
一
二
③
)
勧
告
の
第
一
位
項
は
、
海
員
。
海
軍
強
賢
官
制
度
を
羽

を
具
陳
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
う
一
言
へ
ぽ
、
積
者
D
多
数
は
と
一
後
遺
せ

ιめ
る
た
め
、
海
軍
喚
備
役
に
あ
る
高
等
舶
員
・
普
週

h

h

v

-

司

よ

セ

』

し

の
意
見
が
一
丸
三
六
年
商
船
法
第
二
部
「
合
衆
国
海
事
委
員
合
」
一
船
員
に
つ
昔
現
行
通
り

r

一
定
の
基
金
を
設
置
じ
と
れ
か
ら
一
定
時
計
.

の
形
民
於
い
て
完
全
区
寅
現
じ
た
と
去
に
一
極
ひ
つ
が
れ
る
/
で

ι
一
秒
。
支
設
帽
を
矯
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
旋
す

3eZで
あ
っ
、
て
、
と
桝
一

一

・

町

4

-

-

一

、

叫

採

，

ら
う
が
、

E
h
u
叩
朝
合
、
木
勧
告
書
が
泊
四
主
寸
附
一
合
梅
事
監
宮
崎
L

十
郎
1
、
一
か
〈
ず
る
と
4
q
J
は
、
船
員
に
と
っ
て
は
生
活
水
準
の
向

M

肱

の
設
置
方
を
力
説
L
で
ゐ
る
白
は
非
常
な
も
白
で
あ
っ
て
、
例
一
上
ミ
機
運
業
者
に
と
う
℃
は
内
外
貨
銭
高
宮
摘
の
補
償
、
『
ま
た
、

H

同

へ
ぽ
、
と
の
監
替
官
廊
の
一
事

a任
期
は
特
拒
無
期
限
忙
し
な
一
海
軍
に
と
と
っ

T
は
有
能
量
繍
師
事
の
養
成
主
ふ
-
石
三
岡
山
靴

十
〈
吋
は
み
ら
ぬ
寸
さ
う
し
泣
く
て
は
耳
れ
士
で
ア
メ
リ
カ
梅
運
一
鳥
白
妓
巣
を
世
帯
げ
る
己
と
が
出
来
る
と
見
て
む
る
の
で
事
る
。
削
同
町

↓

骨

叫

頁

政
策
牝
倣
如
L
て

ゐ

草

綬

佐

穂

涯

を

点

宮

と

と

百

出

来

一

不

一

一

)

勤

昔

。

第

三

官

・

常

時

施

行

中

の

賀

県

時

都

メ

-
泣
い
在
さ
へ
ぜ
ペ
で
ゐ
Z
の
で
あ
り
h

o

v

J

Z

J

一
法
に
射
す
る
一
改
夜
祭
で
も
っ
て
、
有
能
海
唄
検
定
試
験
制
度
刑
問
臨

(
八
)
警
の
第
八
吾
、
傭
時
世
話
・
盟
主
業
者
・

-b貸
既
婚
員
下
型
長
期
の
許
可
、
£
船
員
に
剥
す

ι
-枇
矯

，
荷
役
業
者
・
等
に
も
海
怒
業
者
が
通
常
謀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
一
給
制
支
梯
白
留
保
証
要
求
し
h

な
も
の
で
あ
る
。
但
じ
、
ど
れ
ら
附
ゆ
叫
聞
け

た

定

期

警

報

告

書

の

提

出

義

務

を

課

ず

べ

き

で

あ

る

、

と

た

一

の

制

度

は

型

車

型

己

記

長

島

車

の

も

害

訴

時

ア

¥

一

。

、

、

'

i

十
四
議
議

し

、

更

に

、

一

一

一

、

一

あ

っ

た

j

J

L

帰
阿
波

J

a

但
法
滞
依

(九
ν

駒
告
の
第
九
項
は
、
内
閣
航
路
外
岡
航
路
の
運
航
業
(
一
)
一
山
勧
告
白
第
一
↓
一
羽
一
は
、
ア
メ
リ
カ
商
般
に
恥
乗
す
)
引
ω

)

~
者
に
劉
し
傭
船
契
約
・
謹
賀
・
賃
借
料
・
舶
級
・
等
に
闘
す
る
ち
船
員
は
高
等
般
員
普
通
航
貝
の
別
注
〈
一

Q
Oパ
ア
セ
ン
ト
・
宇
8
z

a

-

-

-

v

一

一er

明彰



ア
メ
リ
カ
市
民
た
る
寸
，
し
と
の
原
則
的
要
望
を
陳
閲
す
る
と
共

に
ペ
無
骨
民
主
計
員
司
厨
良
資
格
制
度
・
的
内
畑
町
働
〕
一
交
代
制

度
・
最
低
賃
銀
制
度
・
海
員
持
働
争
議
調
停
制
度
の
維
立
を
要

ア
求
じ
て
ゐ
る
o

a

J

‘
一
九
一

(
二
二
)
勤
台
回
第
一
一
一
一
項
は
、
被
柿
助
船
主
が
政
府
に
到

し
て
有
す
る
各
種
。
義
務
に
し

τ+指
し
貿
易
航
路
関
係
上
宮
た

長
谷
閲
係
上
修
正
又
は
停
止
D
必
要
あ
る
相
朝
合
に
北
、
ー
そ
の
閥

の
相
互
捌
一
撃
を
可
能
主
ら
し
め
る
立
法
的
措
置
を
前
記
聯
合
海

事
監
督
願
恒
一
任
あ
り
た
い
、

εの
婆
墜
を
注
し
J

ー
一
二
四
〉
勧
告
の
第
一
阿
項
は
、
禦
崎
中
胎
版
。
底
迎
に
閥

ν

ャ
ナ
石
も
の
で
あ
っ
マ
現
在
繋
胎
股
げ
虚
理
は
一
切
舶
刷
局
に

委
任
さ
れ
て
ゐ
る
が
対
雨
後
は
E
れ
を
聯
合
海
事
蹴
督
臓
に
移

管
あ
り
た
い
、
但
じ
、

E
D
際
考
慮
す
べ
き
は
、
老
廃
の
程
度

額
著
忙
じ
て
杢
〈
使
用
に
犠
え
ざ
る
舶
舶
は
己
れ
を
刷
所
値
す
る
子

一
忙
し
七
も
、
然
ら
ざ
る
舶
舶
に
つ
い

τは
特
に
悶
防
的
見
地
か

ち
新
識
船
引
豊
田
誰
行
皮
と
化
ら
み
合
一
は
し
て
解
膿
を
行
ひ
、

f

も
っ
て
ア

J
P
P
カ
商
船
隊
D
海
軍
補
助
機
能
を
阻
害
す
石
己
と

た
き
ょ
う
趨
博
己
れ
が
底
分
陀
砕
同
省
己
と
が
肝
要
で
あ
う
て
、

ア
メ
サ
カ
栂
混
政
策
要
員
曾
勧
告
書

r 

~iLRr

ド

f
L
i
j 管由経

岬、首~、

を r と.il'， 
今 lfr 言昌己
後ふ慮
ず勤のか
べ台 rでら
てl 白あす

政第るる
Ifr，一。 f昭 J

I主主 語i
牢d各 社i 什

L は語F

一合 ヨ:
段叫 1 

と岡 田
E ヨミ ケ
の説 な

方丞 ( 
百世事 て

Q頃施 ーはる
改 設 在
善白 色

又
は
完
備
を
刷
る
べ
き
で
あ
Z
、

唱

と

お

し

、

-

、

(
今
六
)
羽
音
。
第
一
六
ぱ
は
、
本
勧
告
書
の
勧
告
事
前
引
に

r

L
t採
揮
さ
る
る
揚
A
m
ぼ
、
円
下
懸
案
中

ρ
V
ツ
ピ

y
r
コー

ド
ぽ
不
必
要
で
あ
ら
う
、
と
表
明
L
て
ゐ
る
。

ι
一
七
)
勧
告
の
第
一
七
項
は
、
舶
際
の
合
理
化
・
航
路
白

安
定
・
等
の
悶
閣
は
宜

L
ぐ
園
際
的
協
議
に
依
匂
て
一
貫
現
を
期

す
ペ
レ
ム
」
潟

L
、
例
へ
ぼ
、
近
く
一
九
三
百
年
一
月
ロ

V
F
V

ι開
催
さ
れ
る
閥
際
海
運
強
備
合
議
の
如
昔
民
は
ゾ
ア
メ
リ
方

側
と
し
て
進
ん
で
己
れ
に
参
加
じ
大
陀
己
れ
を
利
用
す
J

べ
昔
で

‘
あ
る
、
と
し
て
ゐ
る
o

n

一
入
)

動
告
の
第
一
八
項
は
、
.
合
衆
闘
官
用
舶
の
う
ι
ち
私

的
放
客
貨
物
の
遇
措
直
に
従
事
す
る
璃
仙
聞
が
あ
る
が
、
持
問
船
主

の
競
争
巨
好
ま
し
か
ら
ぬ
作
用
を
及
府
し
つ
つ
あ
る
ラ
今
後
ほ

十
分
と
れ
を
取
締
っ
て
貰
ひ
た
い
、
と
白
抗
議
で
あ
る
。

一一=一

、

、
f 

/ 

第
六
中
ト
血
世

Z 

第
一
、
二
二
一
椀

〆

'u) 佐世帯、アメ，>>海運政策]86頁歩冊。， 

l' 

ず

〆、~
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'J 

ア
草メ

リ
カ

誕
混
j吐
策
審
員

高
昔

詩

以
上
、

7

メ
リ
カ
海
運
政
策
委
員
合
の
成
立
自
由
来
を
等
ね

そ
れ
目
立
つ
立
揚
を
明
に
し
、
戎
い
で
〆
そ
れ
が
大
統
領
に
拠
出

じ
た
勧
告
書
一
の
内
容
を
犬
略
伝
が
ら
粉
介
じ
た
つ
も
り
官
、
一
あ

る

。

一

『

J

一
九
三
六
年
白
出
向
舶
法
が
ア
メ
リ
戸
海
運
政
策
史
上
劃
期
的

責
要
立
法
で
あ
る
こ
と
は
官
人
一
周
知
?
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ー
と

の
揚
合
看
過

L
て
た
i
り
た
い
の
は
同
法
制
定
の
上
に
果
し
た
本

勅
台
書
心
絶
大
な
役
割
で
あ
る
。
或
呂
意
味
で
同
法
。
内
容
に

民
系
を
賦
興
し
た
も
四
は
本
委
員
品
開
白
勧
背
番
で
あ
る
。
惟
ふ

陀
、
本
委
員
舎
は
、
J

た
l
t

へ
商
務
省

ρ主
宰
す
る
と
己
ろ
l
E

し

て
商
務
省
況
の
立
揚
左
と
っ
た
k
は
言
へ
、
そ
白
名
D
泊
り
に

、
聯
省
委
員
舎
で
あ
っ
た
た
め
、
ょ
て
一
岡
金
憾
白
利
害
を
勘
案

し
て
海
事
諸
問
題
を
取
上
げ
こ
れ
が
検
討
ど
解
決
に
努
力
量
つ
)
一

〈
す
と
と
が
同
来
、
そ
の
故
に
、
勅
台
事
項
白
範
幽
も
相
山
市
成
一

，
汎
に
亙
り
か
〈
て
相
営
閥
系
的
た
意
見
を
提
出
す
る
己
と
が
出

来
た
白
で
あ
る
。

E
D賄
、
ル
ー
ズ
一
グ
ェ
ル
1n
大
統
領
か
ら
‘
殆

ん
E
同
時
に
調
査
碕
究
の
命
令
を
受
け
ま
た
殆
ん

E
同
時
に
大

第
六
十
傘

同

二
同
体
一
」
一
、
吉
腕

統
領
に
意
見
蓄
を
拠
向
上
司
等
し

f
ル
I
Z
ず
ェ
ル
ト
の
海
運

政
策
に
決
定
的
役
割
を
県
も
た
郵
務
綿
躍
の
調
査
報
告
と
、
本

勅
台
書
が
そ
の
意
義
を
甚
だ
一
具
に
ナ
呂
所
以
で
あ
る
。

E
れ、

従
来
一
九
二
一
六
年
の
ア
メ
り
カ
商
船
法
の
歴
史
的
意
義
は
脱
げ

P

訟
が
ら
認
め
て
ゐ
る
忙
し
で
も
同
法
制
定
の
上
に
多
大
の
貢
献

J 

， 

を
矯
し
て
ゐ
る
本
勧
告
書
の
存
在
忙
つ
い
て
碕
ん
さ
無
知
で
あ

、
る
日
本
一
栴
運
閥
単
界
に
敢
へ
て
じ
れ
を
紘
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

r 

本

椋

執

筆

者

紹

介

世見一一一郎

京 京
都郡
帝帝
閥・同
大 I 大
革 l手E
l!IJ 設
設授
授

桂
凪
中
士
相
済
問
申
博
士

佐
渡
宜
平

経
排
出
申
士

自，
〆




